
令和元年台風第１９号に係る災害見舞金の支給について 

 
この度、相模原市内に甚大な被害をもたらした令和元年台風第１９号で被災された方

に対し、次のとおり災害見舞金を支給しますので、お知らせします。 

なお、令和元年台風第１９号については、災害救助法等の適用を受けたことから、相

模原市小災害見舞金支給制度の対象外となるため、その被害状況に鑑み、新たに令和元

年台風第１９号で被災された方に対する見舞金支給制度を創設したものです。 

 

１ 対象者 

令和元年台風第１９号により、居住する住家に被害を受けた世帯の世帯主又は重傷 

 者 

 

２ 見舞金の額     

区分 
金額 

１人世帯 ２人以上の世帯 

住家の全壊 ２０，０００円 ５０，０００円 

住家の半壊 １０，０００円 ２０，０００円 

重傷者 ３０，０００円 

     

３ 支給方法 

  対象となる世帯等の方に対し、市から直接ご案内します。 
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